
 

 

承認第３号 

 

   山陽小野田市税条例の一部改正に関する専決処分について 

 山陽小野田市税条例の一部改正について、地方自治法第１７９条第１項の規

定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、議会の承認を求める。 

 

平成３０年２月１９日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

山陽小野田市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

平成２９年１２月２８日 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

山陽小野田市条例第３１号 

 

山陽小野田市税条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市税条例（平成１７年山陽小野田市条例第８８号）の一部を次の

ように改正する。 

第３６条の２第２項中「第２条第２項ただし書」を「第２条第４項ただし

書」に改める。 

第５４条第７項中「第１０条の２の１０」を「第１０条の２の１２」に改め

る。 

附 則 

この条例は、平成３０年１月１日から施行する。 
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山陽小野田市税条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第３６条の２ （略） 第３６条の２ （略） 

２ 前項の規定によって申告書を市長に提出すべき者のう

ち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び

扶養控除額の合計額以下である者（施行規則第２条の２第

１項の表の上欄に掲げる者を除く。）が提出すべき申告書

の様式は、施行規則第２条第４項ただし書の規定により、

市長の定める様式による。 

２ 前項の規定によって申告書を市長に提出すべき者のう

ち、前年の合計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び

扶養控除額の合計額以下である者（施行規則第２条の２第

１項の表の上欄に掲げる者を除く。）が提出すべき申告書

の様式は、施行規則第２条第２項ただし書の規定により、

市長の定める様式による。 

３～８ （略） ３～８ （略） 

  

（固定資産税の納税義務者等） （固定資産税の納税義務者等） 

第５４条 （略） 第５４条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その

他施行規則第１０条の２の１２で定めるものを含む。）で

あって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するた

め取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したこと

により家屋の所有者が所有することとなったもの（以下こ

の項において「特定附帯設備」という。）については、当

該取り付けた者の事業の用に供することができる資産であ

る場合に限り、当該取り付けた者をもって第１項の所有者 

７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その

他施行規則第１０条の２の１０で定めるものを含む。）で

あって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するた

め取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したこと

により家屋の所有者が所有することとなったもの（以下こ

の項において「特定附帯設備」という。）については、当

該取り付けた者の事業の用に供することができる資産であ

る場合に限り、当該取り付けた者をもって第１項の所有者 



 

- 2 - 

 

とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家

屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。 

とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家

屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。 

 


